
介護給付費早見表 令和 3 年4 月施行版（抜粋）
見方 本表は介護給付費の中から、特に利用頻度が多いと考えられる居宅サービス系給付項目から抜粋したものです。

数字はすべて単位であり、標準のサービスコード表で確認してください。尚、加算の詳細については、介護報酬単位表でご確認ください。

〔訪問リハビリ / 介護予防訪問リハビリ〕1回につき
1 回につき 307

●リハビリテーションマネジメント加算（要介護者のみ）

1 月
につき

(A) イ (A) ロ (B) イ (B) ロ

180 213 450 483

〔訪問看護 / 介護予防訪問看護〕1回につき

所要時間
訪問看護

ステーション
病院または

診療所

訪問看護

　30 分未満 470 398 

30 分〜 1 時間未満 821 573

1 時間〜 1.5 時間未満 1,125 842

OT・CT・ST の場合 293 ー

介護予防
訪問看護

　30 分未満 450 381

30 分〜 1 時間未満 792 552

1 時間〜 1.5 時間未満 1,087 812

OT・CT・ST の場合 283 ―

●緊急時（介護予防）訪問看護加算  1月につき
訪問看護ステーション 病院または診療所

574 315

●特別管理加算  1 月につき
加算 ( Ⅰ ) 500 加算 ( Ⅱ ) 250

●退院時共同指導加算
1 回につき 600

●初回加算
1 月につき 300

〔通所介護〕 1回につき

※通常規模型：前年度の月平均利用延人員数が 300 人超
※大規模型Ⅰ：前年度の月平均利用延人員数が 750 人超／大規模型Ⅱ：前年度の月平均利用延人員数が 900 人超

通常規模型

3 〜 4
時間未満

4 〜 5
時間未満

5 〜 6
時間未満

6 〜 7
時間未満

7 〜 8
時間未満

8 〜 9
時間未満

要介護 1 368 386 567 581 655 666
要介護 2 421 442 670 686 773 787
要介護 3 477 500 773 792 896 911
要介護 4 530 557 876 897 1,018 1,036
要介護 5 585 614 979 1,003 1,142 1,162

大規模型Ⅰ

3 〜 4
時間未満

4 〜 5
時間未満

5 〜 6
時間未満

6 〜 7
時間未満

7 〜 8
時間未満

8 〜 9
時間未満

要介護 1 356 374 541 561 626 644
要介護 2 407 428 640 664 740 761
要介護 3 460 484 739 766 857 881
要介護 4 511 538 836 867 975 1,002
要介護 5 565 594 935 969 1,092 1,122

大規模型Ⅱ

3 〜 4
時間未満

4 〜 5
時間未満

5 〜 6
時間未満

6 〜 7
時間未満

7 〜 8
時間未満

8 〜 9
時間未満

要介護 1 343 360 522 540 604 620
要介護 2 393 412 617 638 713 733
要介護 3 444 466 712 736 826 848
要介護 4 493 518 808 835 941 965
要介護 5 546 572 903 934 1,054 1,081

●認知症加算
1 日につき 60

●個別機能訓練加算 1日につき
加算 ( Ⅰ ) イ 56 加算 ( Ⅰ ) ロ 85 加算 ( Ⅱ ) 20

●入浴介助加算  1日につき
加算 ( Ⅰ ) 40 加算 ( Ⅱ ) 55

〔定期巡回・随時対応型訪問介護看護〕1月につき
定期巡回・随時対応型訪問介護看護費Ⅰ（一体型）

訪問看護サービスを行わない場合 訪問看護サービスを行う場合

基本単位
通所サービス
利用時の調整

（1 日につき）
基本単位

通所サービス
利用時の調整

（1 日につき）
要介護 1         5,697 − 62         8,312 − 91
要介護 2 10,168 − 111 12,985 − 141
要介護 3 16,883 − 184 19,821 − 216
要介護 4 21,357 − 233 24,434 − 266
要介護 5 25,829 − 281 29,601 − 322

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護費Ⅱ（連携型）

基本単位
通所サービス利用時の調整

（1 日につき）
要介護 1 5,697 − 62
要介護 2 10,168 − 111
要介護 3 16,883 − 184
要介護 4 21,357 − 233
要介護 5 25,829 − 281

●緊急時訪問看護加算
1 月につき 315

●初回加算
1 日につき 30

1 月につき 1,000
●総合マネジメント体制強化加算　1 月につき

●生活機能向上連携加算　1 月につき
( Ⅰ ) 100 ( Ⅱ ) 200

●認知症専門ケア加算　1 月につき
( Ⅰ ) 90 ( Ⅱ ) 120

〔区分支給限度額〕
区　分 利用限度額

要支援１ 5,032    

要支援２ 10,531  

要介護１ 16,765

要介護２ 19,705

要介護３ 27,048

要介護４ 30,938

要介護５ 36,217

※一定以上の所得の第 1 号被保険者は 2 割または３割負担となります。

1 か月あたりの上限額

〔訪問介護〕1回につき
所　要　時　間 身体介護 生活援助

20 分未満 167 —

20 分〜 30 分未満 250 —

20 分〜 45 分未満 — 183 

45 分以上 —

225

30 分〜 1 時間未満 396

1 時間〜 1.5 時間未満 579

1.5 時間〜 2 時間未満 663

2 時間〜 2.5 時間未満 747

2.5 時間〜 3 時間未満 831

3 時間〜 3.5 時間未満 915

3.5 時間〜 4 時間未満 999

※所要４時間以上の身体介護については 30 分を増すごとに＋84 単位。

●生活機能向上連携加算　 1 月につき
加算（Ⅰ） 100 加算（Ⅱ） 200

1 回につき 25％加算 深夜の場合 50％加算

●早朝・夜間の場合 ●深夜の場合

1 回につき 99 1 月につき 200

●通院等乗降車介助加算 ●初回加算

〔通所介護・通所リハビリテーション共通〕1回につき

●口腔機能向上加算（月 2 回を限度）
加算（Ⅰ） 150 加算（Ⅱ） 160

●栄養改善加算
月 2 回限度 200

〔訪問入浴介護 / 介護予防訪問入浴介護〕1回につき 
訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護

1,260（1,134） 852（767）
※ (　) 内は「清拭または部分浴を実施した場合」

●初回加算
1 月につき 200
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年号 西暦 干支 年齢

大正10 1921 酉 100

11 1922 戌 99

12 1923 亥 98

13 1924 子 97

14 1925 丑 96

大正15
昭和元 1926 寅 95

2 1927 卯 94

3 1928 辰 93

4 1929 巳 92

年号 西暦 干支 年齢

昭和5 1930 午 91

6 1931 未 90

7 1932 申 89

8 1933 酉 88

9 1934 戌 87

10 1935 亥 86

11 1936 子 85

12 1937 丑 84

13 1938 寅 83

年号 西暦 干支 年齢

昭和14 1939 卯 82

15 1940 辰 81

16 1941 巳 80

17 1942 午 79

18 1943 未 78

19 1944 申 77

20 1945 酉 76

21 1946 戌 75

22 1947 亥 74

年号 西暦 干支 年齢

昭和23 1948 子 73

24 1949 丑 72

25 1950 寅 71

26 1951 卯 70

27 1952 辰 69

28 1953 巳 68

29 1954 午 67

30 1955 未 66

31 1956 申 65

年齢早見表（令和 3 年現在） ※年齢は満年齢数（誕生日前の場合は 1 を減ずること）

地域区分ごとの報酬単価
サービス分類 人件費比率 １級地 ２級地 ３級地 ４級地 ５級地 ６級地 ７級地 その他

訪問介護／訪問入浴介護／訪問看護／居宅介護支援／定期巡回・随時対応型
訪問介護看護／夜間対応型訪問介護 70% 11.40 円 11.12 円 11.05 円 10.84 円 10.70 円 10.42 円 10.21 円 10 円

訪問リハビリテーション／通所リハビリテーション／認知症対応型通所介護
／小規模多機能型居宅介護／看護小規模多機能型居宅介護／短期入所生活介
護

55% 11.10 円 10.88 円 10.83 円 10.66 円 10.55 円 10.33 円 10.17 円 10 円

通所介護／短期入所療養介護／特定施設入居者生活介護／認知症対応型共同
生活介護／介護老人福祉施設／介護老人保健施設／介護療養型医療施設 介護
医療院／地域密着型特定施設入居者生活介護 ／地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護／地域密着型通所介護

45% 10.90 円 10.72 円 10.68 円 10.54 円 10.45 円 10.27 円 10.14 円 10 円

※居宅療養管理指導、福祉用具貸与は地域区分に関係なく一律単位 10 円。※介護予防サービスのある居宅サービス及び地域密着型サービスは上記分類に含む。

〔介護予防通所リハビリテーション〕

1 月につき
要支援 1 2,053
要支援 2 3,999

※通常規模の事業所：前年度の月平均利用延人員数が 300 人超／大規模事業所Ⅰ：前年度の月
平均利用延人員数が 750 人超／大規模事業所Ⅱ：前年度の月平均利用延人員数が 900 人超

〔通所リハビリテーション〕1回につき
通常規模の事業所

病院または診療所／介護老人保健施設／介護医療院

1 〜 2
時間未満

2 〜 3
時間未満

3 〜 4
時間未満

4 〜 5
時間未満

5 〜 6
時間未満

6 〜 7
時間未満

7 〜 8
時間未満

要介護 1 366 380 483 549 618 710 757

要介護 2 395 436 561 637 733 844 897

要介護 3 426 494 638 725 846 974 1,039

要介護 4 455 551 738 838 980 1,129 1,206

要介護 5 487 608 836 950 1,112 1,281 1,369

大規模事業所Ⅰ

病院または診療所／介護老人保健施設／介護医療院

1 〜 2
時間未満

2 〜 3
時間未満

3 〜 4
時間未満

4 〜 5
時間未満

5 〜 6
時間未満

6 〜 7
時間未満

7 〜 8
時間未満

要介護 1 361 375 477 540 599 694 734

要介護 2 392 431 554 626 709 824 868

要介護 3 421 488 630 711 819 953 1,006

要介護 4 450 544 727 821 950 1,102 1,166

要介護 5 481 601 824 932 1,077 1,252 1,325

大規模事業所Ⅱ

病院または診療所／介護老人保健施設／介護医療院

1 〜 2
時間未満

2 〜 3
時間未満

3 〜 4
時間未満

4 〜 5
時間未満

5 〜 6
時間未満

6 〜 7
時間未満

7 〜 8
時間未満

要介護 1 353 368 465 520 579 670 708

要介護 2 384 423 542 606 687 797 841

要介護 3 411 477 616 689 793 919 973

要介護 4 441 531 710 796 919 1,066 1,129

要介護 5 469 586 806 902 1,043 1,211 1,282

●リハビリテーションマネジメント加算（介護予防なし）1月につき
リハビリテーションマネジメント ６月以内 ６月超え

加算 ( A ) イ 560 240

加算 ( A ) ロ 593 273

加算 ( B ) イ 830 510

加算 ( B ) ロ 863 543

※短期利用は、区分支給限度基準額に含まれる。

〔認知症対応型共同生活　介護費〕1日につき

認知症対応型共同生活介護費
短期利用認知症対応型
共同生活介護費　※

( Ⅰ ) ( Ⅱ ) ( Ⅰ ) ( Ⅱ )
要介護 1 764 752 792 780
要介護 2 800 787 828 816
要介護 3 823 811 853 840
要介護 4 840 827 869 857
要介護 5 858 844 886 873

〔短期入所生活介護〕1日につき

略称
従来型短期入所生活介護 

単独短生Ⅰ 1 〜 5 併設短生Ⅱ 1 〜 5

種類 ( Ⅰ )
個室

( Ⅱ )
多床室

( Ⅰ )
個室

( Ⅱ )
多床室

要介護 1 638 638 596 596
要介護 2 707 707 665 665
要介護 3 778 778 737 737
要介護 4 847 847 806 806
要介護 5 916 916 874 874

略称
ユニット型短期入所生活介護

単ユ短生Ⅰ 1 〜 5 併ユ短生Ⅱ 1 〜 5

種類 ( Ⅰ )
個室

( Ⅱ )
個室的多床室

( Ⅰ )
個室

( Ⅱ )
個室的多床室

要介護 1 738 738 696 696
要介護 2 806 806 764 764
要介護 3 881 881 838 838
要介護 4 949 949 908 908
要介護 5 1,017 1,017 976 976

●薬学的管理指導加算
1 回につき 100

※薬剤師が行う時にのみ算定可能。

●情報通信機器利用
月 1 回限度 45

※薬剤師が行う時にのみ算定可能。

〔居宅療養管理指導 / 予防居宅療養管理指導〕
略称 限度回数 居住者 1 名

医師Ⅰ 1 月 2 回まで 514
医師Ⅱ 1 月 2 回まで 298

歯科医師Ⅰ 月 2 回まで 516
薬剤師Ⅰ 1 月 2 回まで 565
薬剤師Ⅱ 1 月 4 回まで 517

管理栄養士Ⅰ 月 2回まで 544
管理栄養士Ⅱ 月 2回まで 524
歯科衛生士Ⅰ 月 4回まで 361

※単一建物居住者 1 人の場合
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